
【木造住宅の耐震化に関する補助制度】

・対 象 者 ：対象住宅の所有者（自らが居住または所有者の３親等以内の親族が居住していることが条件）

① 木造住宅耐震診断費補助制度 .

市が定める木造住宅耐震診断士による住宅の耐震性の診断にかかる費用の一部を補助

※対象住宅：平成12年５月３１日以前に着工された２階建て以下の木造住宅

補助額：上限６万円

（参考）

② 木造住宅耐震改修費補助制度 .

住宅の耐震性を向上させるための改修の設計・工事監理・工事にかかる費用のうち，工事に

要した費用の一部を補助（耐震診断の評点が1.0未満のものを1.0以上にすることが条件）

※対象住宅：平成12年５月３１日以前に着工された２階建て以下の木造住宅

補助額：上限１００万円

③ 木造住宅リフォーム費補助制度 .

リフォーム工事全般にかかる費用の一部を補助（耐震改修工事と同時に行うことが条件）

キッチン・トイレ等の交換，壁紙・床の張り替え等の幅広い工事が対象となります。

補助額：上限３０万円

（参考）

【塀に関する補助制度】

④ 危険コンクリートブロック塀等撤去費補助制度 .

危険コンクリートブロック塀等の全部又は一部の撤去にかかる費用の一部を補助

補助額：撤去工事にかかる費用の2/3 と 撤去する面積に６０００円／㎡を

乗じて得た額のいずれか少ない額（上限１０万円）

市では木造住宅の耐震化や危険なコンクリート

ブロック塀等撤去にかかる費用の一部を補助します。

補助金の受付は５月１5日（金）から

八千代市

耐震等補助制度 のご案内

耐震改修の工事費 リフォーム費

１５０万円 ＋ １００万円

合計２５０万円

自己負担額

１２０万円

耐震診断費用

１０万円
補助金 ６万円

自己負担額

４万円

撤去面積 １８㎡の場合

工事費 ２０万円

算定額 ・20万円×2/3＝１３万３千円

・18㎡×6,000＝１０万８千円

補助金 １０万円 自己負担額

１０万円

【問い合わせ先】
八千代市都市整備部建築指導課 TEL 047-421-6774

※ 詳しくはホームページまたは
下記連絡先にお問合せください。

資料1

（参考）

まず
事前相談が
必要です。
（受付中）

耐震改修費補助100万＋リフォーム費補助30万

令和7年度から対
象を拡大しました。

令和8年度から対
象を拡大しました。


